
第４章 空き家所有者に対する情報提供・啓発活動 

  

１ 空き家所有者情報提供の同意取得促進の取組 

  空き家所有者情報の提供を促進するためには、提供の仕組みの構築と併せて、空

き家所有者自身の空き家に対する問題認識及び流通や利活用に対する意識を高め

ていくための情報提供等の働きかけが必要となる。 

空き家所有者等への空き家関連情報提供の手段として最も多いのは「自治体広報

紙等での情報提供」となっており、次いで「固定資産税納税通知にチラシ等を同封

して送付」となっている。 

また、「死亡届や転出届など特定の届け出や申請等があった際にチラシやパンフ

レットの配布等を行っている」など、市町村によっては空き家となる可能性の高い

物件に対して物件所有者やその関係者に直接情報提供をしているケースもみられ

る。 

 

＜空き家所有者等への空き家関連情報提供状況＞ 

（出典）：空き家所有者情報の外部提供の実施状況等に関するアンケート（国土交通省） 
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※複数回答

（Ｎ＝886）

（ポイント） 

・ 各市町村では、所有者に対する情報提供の呼びかけについて様々な工夫を進めて

いる。（例.アンケートを通じて空き家の活用意向・準備状況を認識してもらう、空

き家所有者に見積書を送付する等） 

・ 空き家発生を抑制するために成年後見制度、民事信託等について地域住民に対し

て周知を図っていくことも重要である。 



 

福岡県田川郡川崎町では、町内にある空き家の所有者に対し、空き家利活用を促

すため、平成 29 年度に活用意向アンケートを兼ねた情報発信を行っている。 

【事例】チラシの配布による情報提供：愛媛県八幡浜市 

 

八幡浜市では、平成 28 年度より、市民課、税務課が連携し、市民課で死亡届提

出時に渡している関連手続一覧と併せて空き家の適正管理を促すチラシを渡して

いる。また、税務課との連携により固定資産税納税通知にも同様のチラシを同封

している。空き家所有者の可能性が高い住民等に対して積極的に情報発信を行っ

たことで、平成 28 年度は 60 件程度だった空き家相談件数が平成 29 年度は 116 件

にまで増加した。 

【事例】アンケート調査の実施にあわせた情報提供：福岡県田川郡川崎町 

 

川崎町では、アンケートへの回答を通じて、活用意向を把握するとともに、所有

者自身が所有する空き家の活用準備状況（相続登記、残置物の整理）が視覚的に

分かるようになっている。また、アンケート設問に対応する空き家関連情報を別

紙として添付することで、回答者（空き家所有者）の手元に情報が残るよう工夫

している。 

アンケート用紙については、セミナーやワークショップでのツールとして利用

するといったことも考えられる。 

 

 

 

 ■空き家所有者向けアンケート アンケートの回答から、空
き家活用準備の状況が
視覚的に分かるように工
夫 



■空き家所有者向けアンケート別紙 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、町民への情報提供の一環として、空き家にしないための準備や利用可能

な制度、適切な管理や活用についての情報と相談先一覧を掲載したパンフレット

（「空き家活用応援ガイドブック」）を作成し、全戸配布している。 

 

■全戸配布したパンフレット（一部） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アンケート設問に関連す
る情報を別紙として回答
者（空き家所有者）に提供 



 

提供している空き家関連情報の種類としては、「空き家の管理・利活用の必要性」

が最も多く、次いで「空き家に関する相談窓口」となっている。 

 

＜空き家所有者等へ提供している情報の種類＞ 

（出典）：空き家所有者情報の外部提供の実施状況等に関するアンケート（国土交通省） 

 

以下では、空き家所有者情報の提供の取組を実施し、その推進のために空き家所

有者へ積極的に情報発信を行っている市町村の事例を紹介する。 
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※複数回答

（Ｎ＝605）

【事例】空き家所有者に対する個別の情報提供：群馬県太田市 

 

太田市では、平成 28 年度末から、主に適正管理に関する助言や情報提供の対象

となる空き家の所有者等に対し、助言通知等と合わせて行政が協定を締結してい

る民間事業者団体への情報提供の取組を実施している。（制度概要は太田市ＨＰ

「空き家に関する相談窓口のご案内」を参照。） 

平成 28 年度の情報提供件数は 3 件であり、平成 29 年度も引き続き空き家所有

者等に対し情報提供を呼び掛けているが、特に、管理不全な空き家の所有者等か

らの反応が芳しくないことが課題となっていた。 

この原因として、同市は「空き家所有者等が自主的に利活用を考える契機がな

い」、「（特に市外在住の所有者等の場合）どの不動産事業者に頼んでよいか分から

ない」の２点に着目し、平成 29 年度より、管理不全な空き家の所有者等を対象に、

情報提供の意向確認に先立ち、所有する空き家の悩み（主に、売却価格、解体費

用といった空き家の利活用等に係る金銭面）についてのアンケート調査を行い、

回答者に対して、協定締結団体と協力して悩みについての回答書や金銭の見積書

を作成、返送する取組を行っている。 

 



■取組の概要（イメージ） 

 
■取組の詳細 

① 空き家所有者等へのアンケート送付 

太田市が助言通知をしており応答がない空き家所有者を中心に、固定資産

税情報や相続人の有無を改めて確認し、相続人を含む空き家所有者等を対象

に「空き家の悩み相談」に関するアンケートを送付 

＜空き家の悩み相談に関するアンケート＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 回答者の所有する空き家の「空き家に関する情報」様式作成 

アンケート回答のあった空き家について、市の資産税課や法務局の調査を行

い、当該空き家情報（所在地、空き家の状況、相談内容）を整理。 

 

③ 民間事業者団体へ「空き家に関する情報」に基づく回答書作成依頼 

作成した「空き家に関する情報」を、記載された相談内容に応じて太田市が各

民間事業者団体に送り、相談内容に関する回答書（費用については見積書）の作

知りたい費用項目

にチェック 

本人連絡先記入欄 



成を依頼 

※ 民間事業者団体への依頼に当たり、太田市からは建物情報から所有者情報

を追跡して直接接触することを避ける旨を取り決め。また、各民間事業者へ

の回答書依頼件数は太田市が任意に振り分け。 

 

④ 民間事業者団体による回答書作成 

太田市から受領した「空き家に関する情報」をもとに、各民間事業者団体が回

答書と見積書を作成し市に返送。 

 

⑤ アンケート回答者への回答書送付 

民間事業者団体から受け取った回答書・見積書を、太田市からアンケート回

答者（空き家所有者等）に返送。併せて空き家所有者等に対し民間事業者等への

情報提供を促す回答書には、作成した民間事業者団体名を入れるほか、民間事

業者名が入った見積書原本を添付することで、空き家所有者等が直接民間事業

者とやり取りすることも可能としている。 

 

＜アンケート回答者への空き家等に関する回答書＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

太田市では、費用に関するアンケート実施の結果、助言通知を送付して反応が

なかった所有者等が連絡先を記入して回答してきたことで、市が直接所有者に接

触する機会をつくることができた。 

また、アンケート回答者に返送する回答書の作成を民間事業者団体に依頼した

ことで、これまで空き家対策の中で具体的にどのようなことができるか明確でな

かった民間事業者団体から、専門分野の民間事業者としてどのような協力ができ

るかが明確になったという声があった。 

見積書を作成した事業
者団体名称を記入 

所有者がチェックした
「知りたい費用」の提案
書作成依頼を受けた各
団体が加盟事業者に依
頼し回答書を作成し見
積書と合わせて返送 



 

【コラム】相談会の実施 

 

空き家所有者情報の提供を促進するためには、空き家所有者本人と直接接触し、仕

組みを案内することも有効である。 

神奈川県厚木市や、和歌山県橋本市では、空き家所有者に対し、空き家所有者情報

の提供についての周知と併せて、空き家相談会を案内している。また、相談会の際、

提供の仕組みを案内することで、その場で同意取得したケースもある。 

 

２ 空き家発生抑制のための情報提供・啓発活動 

空き家対策において、空き家の発生を抑制することが欠かせないが、このため

には空き家所有者が生前、判断能力のあるうちから、保有する物件の相続手続や

空き家の適正管理を行い、活用意向を明確にしておくことが重要である。 

ここでは、空き家発生予防の取組として、空き家所有者が活用可能な制度とそ

の仕組みを整理するとともに、空き家の適正管理や利活用を促す取組事例を紹介

する。 

 

（１）成年後見制度 

成年後見制度は、民法で定められた「法定後見制度」と任意後見契約に関す

る法律で定められた「任意後見制度」があり、法定後見制度は、本人の判断能

力の程度に応じて更に３類型に分かれる。 

 

➀ 法定後見制度 

法定後見制度では、対象者の判断能力の程度に応じて、後見類型、保佐類

型、補助類型の３種類に分かれる。法定後見制度を利用するには、本人、配

偶者、四親等以内の親族、検察官などが家庭裁判所に対し申立てを行う必要

がある。 

家庭裁判所が法定後見の開始の審判をするとき、本人（利用制度に応じて、

成年被後見人、被保佐人、被補助人と呼ぶ。）の後見事務等を行う成年後見人

等（利用制度に応じて、成年後見人、保佐人、補助人と呼ぶ。）を選任する。 

必ずしも本人の親族や関係者が成年後見人等に選任されるとは限らない。

選任された成年後見人は、本人の財産目録を作成し、家庭裁判所に提出する。

家庭裁判所は、成年後見人に対して、必要に応じて後見事務についての報告

さらに、太田市のアンケートでは、空き家所有者本人のほか、空き家と空き地

の所有者が異なる場合は空き地所有者や、相続人等も対象に実施したことから、

所有者本人以外に回答書・見積書を返送することで、当該空き家の利活用等につ

いて話し合いの場をつくるきっかけとなっている。 



を求める。法定後見制度は、対象者の死亡等の事由により終了する。 

成年後見人、保佐人、補助人の役割はそれぞれ異なる。（以下の図を参照。）

 
 
（注1） 本人以外の者の申立てにより，保佐人に代理権を与える審判をする場合，本人の同意が必要になる。補助開始の審判

や補助人に同意権・代理権を与える審判をする場合も同じである。 

（注2） 市町村長が申立てをすることができることは、民法上に規定はなく、老人福祉法第 32 条、知的障害者福祉法第 28 条、 

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第 51 条の 11 の 2に規定がある。 

（注 3） 民法第 13 条第１項では，借金，訴訟行為，相続の承認・放棄，新築・改築・増築などの行為が挙げられている。 

（注 4） 家庭裁判所の審判により，民法第 13 条第１項所定の行為以外についても，同意権・取消権の対象範囲とすることがで

きる。 

（注 5） 日用品の購入など日常生活に関する行為は除かれる。 

（注 6） 公職選挙法の改正により，選挙権の制限はなくなっている。 

 

（出典）：法務省 HP http://www.moj.go.jp/MINJI/minji17.html#a20 

 

② 任意後見制度 

対象者本人が契約の締結に必要な判断能力を有している間に、自己の判断

能力が不十分な状況における後見事務の内容及び後見をする人（任意後見

人）を、自ら事前の契約によって決めておく制度である。家庭裁判所は、本

人の判断能力が不十分な状況にあると認めるときは、任意後見人に不適任

な事由がある場合等を除き、任意後見監督人を選任し、任意後見契約の効力

を発生させることとなる。また、任意後見契約は、公証人の作成する公正証

書によって締結することが必要であり、任意後見契約の公正証書が作成さ

れると、公証人から登記所への嘱託により、任意後見契約の登記がされる。 

本人、配偶者、四親等内の親族又は任意後見受任者が、家庭裁判所に任意

後見監督人選任の申立てを行い、家庭裁判所が、任意後見監督人の選任の審

判をすることで、任意後見契約の効力が発生し、任意後見人は、本人から委

託された事務について代理権を行使することができるようになる。 

法定後見制度と異なり、対象者が判断能力のあるうちに、自身が希望する

財産の管理に関する後見事務の内容（例えば、自身が所有する空き家の活用



方法など）及び後見をする人（任意後見人）を契約で指定することができる

などのメリットがある。 

任意後見人に認められているのは任意後見契約で定められた代理権のみ

であり、成年後見人のような同意権や取消権は認められていない。    

そのため、例えば本人の判断能力が低下した後に、当該本人が必要のない

高額なリフォーム契約を結んだ場合、任意後見人はその契約を取り消すこ

とができない。法定後見制度と同様、本人の死亡等により任意後見契約は終

了となる。 

 

（２）民事信託 

任意後見契約と同じく、空き家所有者本人の判断能力があるうちに活用可

能な仕組みとして、近年注目されているのが、民事信託である。 

信託とは、委託者が受託者と信託契約を締結し、受託者は、信託契約で定

められた目的に従い、受託者が保有する財産の管理・運用・処分を実施し、

これによって得られた利益は、信託契約で定められた受益者が受け取る一連

の行為であり、信託法によって規定が定められている。信託の中でも信託業

法に基づき、信託銀行等が信託報酬を得て行うものを商事信託という。民事

信託では、商事信託とは異なり、信頼できる家族や非営利法人等が無報酬で

受託者となることが一般的である（信託契約の中で報酬の授受について定め

ることは可能である。）。 

信託契約は、委託者、受託者の契約締結により効力を生ずる。任意後見契

約と異なり、公正証書にする必要はないが、将来的な紛争等を防ぐためには、

公的機関が作成に関与することが望ましい。そのほか、信託口座の開設、信

託財産として不動産が設定される場合には、所有権移転及び信託の登記手続

を行う必要がある。 

空き家活用における民事信託の最大の特徴は、信託財産の管理・運用・処

分を信託目的に従い行う点である、そのため、信託目的の設定の仕方によっ

ては、空き家所有者（委託者）の死亡にかかわらず、空き家の管理・運用・

処分の継続が可能となる。 

また、信託契約では、委託者と受益者を同一人物にする（自益信託）こと

も可能であるが、例えば、親が委託者兼受益者、息子が受託者となり、息子

が親の生前から自宅の管理・運用を開始したとしても生前贈与や売却には当

たらない。 

信託契約書の作成に当たっては「信託目的」の設定が最も重要となる。例

えば、受託者、受益者を家族や親族にする場合には、委託者も含め関係者が

保有不動産の管理、運用、処分に対してどのように考えているかを把握した

上で信託契約書を作成しなければ信託契約が有効に機能しない恐れもある

ことから、専門家のアドバイスを受けることが望ましい。 



（３）財産管理委任契約 

民法上の委任契約に基づき、自身の財産の管理やその他の生活上の事務の全

部又は一部について、代理権を与える人を選び具体的な管理内容を決めて委任

するもので、任意代理契約とも呼ばれる。 

裁判所等への申立て等の必要はなく、当事者間で合意すれば効力が発生する。

当事者の一方が死亡した時点で原則契約終了となる（ただし、死後事務を委任

する場合は委任者が死亡しても契約は終了しない。）。 

 

（４）各制度の比較 

空き家所有者の状況に応じて、利用可能な各制度、仕組みを整理すると以下

のとおりである。 

法定後見制度では、本人の判断能力低下後に家庭裁判所に対する申立てが行

われ、後見等の開始の審判がされ、成年後見人等が選任される。 

任意後見契約は、本人に判断能力があるうちに契約を締結する必要があり、

本人の判断能力低下後に、本人、配偶者、四親等内の親族又は任意後見受任者

が家庭裁判所に申立てを行い、家庭裁判所が、任意後見監督人の選任の審判を

することで、任意後見契約の効力が発生する。 

法定後見制度、任意後見契約は、いずれも本人の死亡と同時に終了する。 

財産管理委任契約と民事信託は、本人の判断により契約が可能であるが、財

産管理委任契約は本人の死亡と同時に契約が終了となる。一方、民事信託は信

託目的の設定の仕方次第で、本人死亡後も信託契約の効果が継続する。 

成年後見制度と民事信託のメリットとデメリットを整理すると以下のように 

なる。 

成年後見制度では、成年後見人が身上保護事務を行うことから、空き家所有

者本人の住み替えや施設入居等の契約手続を行うことができる（任意後見人・

保佐人・補助人に、任意後見契約の委任者・被保佐人・被補助人の身上保護事

務について個別に代理権が付与されているときは同様に契約手続を行うことが

できる。）が、成年被後見人（空き家所有者）の死亡後の財産管理は原則として

相続人に継承される（相続人が相続財産を管理することができるに至るまでは、

成年後見人は、相続財産に属する特定の財産の保存に必要な行為等を引き続き

行う。）。 

民事信託では、信託目的が必ずしも空き家所有者と紐付いている必要はなく、

所有者の死亡後も信託目的に沿った財産の管理運用処分が可能であり、空き家

発生抑制のための手段としては効果が高い。一方、受託者に身上保護事務に関

する代理権はないことから、空き家所有者本人の住み替えや施設入居等の契約

手続の代理といった行為は行うことができない。 

各制度、仕組みの活用に当たっては、活用可能条件や効果の違い、効力が発

生するタイミング等、空き家所有者の意向を踏まえ、必要に応じて複数の制



度、仕組みの併用も検討する必要がある。

 

※高齢者が所有・居住する住宅について、その高齢者が死亡後に空き家となることを未然に抑制できる効果 

 

（５）制度紹介の提供事例 

成年後見制度や民事信託は、公的機関への申立てや届出など手続が煩雑で

あり、制度、仕組みの活用相談や契約書作成等に当たっては専門家のアドバ

イスを受けることが有用であると思われる。 

【事例】民事信託等に関する情報提供：福岡県青年司法書士協議会 

 

福岡県青年司法書士協議会は、平成 29 年度の先駆的空き家対策モデル事業にお

いて、空き家発生を予防するため、不動産所有者の判断能力喪失後及び死亡後も不

動産の管理・処分を継続して行うことができるよう、民事信託の普及啓発活動を行

った。具体的には、民事信託についてのチラシ作成を行い、これらのチラシを福岡

県内の全市町村に配布するとともに、住民からの相談対応、市町村等から依頼のあ

った場合のセミナー講師の派遣等により、空き家発生予防と民事信託に関する情報

提供を実施した。 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

■自治体の窓口に設置配布したチラシ 

【事例】民事信託に関するセミナー開催：富山県高岡市 

 

高岡市では、平成 24 年 12 月から、市と不動産事業者、建築士、司法書士等の

事業者団体等からなる「高岡市空き家活用推進協議会」を組織し、空き家所有者

向けの相談窓口や住民向けの意識啓発等の活動等に取り組んでいる。 

平成 29 年度は、市民向けの空き家問題啓発の一環で、「民事信託を活用した空

き家対策」として、民事信託の仕組み、空き家対策に活用することの効果ととも

に、空き家対策に民事信託を活用するに当たっての課題等についてのセミナーを

実施した。セミナー参加者からは、活用のための具体的な手続や相談先について

の質問等があった。 


